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指定取消処分等の状況 
 

（１）指定取消・効力の停止処分の件数（図１） 
平成 12 年度以降の指定取消・効力の停止処分は合計で 2,857 件となってい

る。 

なお、直近５年間の指定取消・効力の停止処分の件数については、平成 28年

度 244件、平成 29年度 257件、平成 30年度 153件、令和元年度 153件､令和

２年度 109件となっている。 

 

（２）法人種別ごとの状況（図２） 
  法人種別ごとの事業所数の違いを踏まえる必要があるが、令和２年度の指

定取消・効力の停止処分件数については、営利法人が最も多く、全体の件数の

約８割を占めている。 

 

（３）サービス種別ごとの状況（図３） 
令和２年度のサービス種別ごとの指定取消・効力の停止処分件数については、

指定訪問介護事業所（介護予防を含む）が 26件、指定居宅介護支援事業所が

12 件、指定認知症対応型共同生活介護事業所が７件、指定地域密着型通所介

護事業所が６件、指定通所介護事業所、指定訪問看護事業所、指定短期入所生

活介護事業所がそれぞれに４件となっている。 

 

（４）指定取消・効力の停止処分の処分事由の状況（図４～８） 
処分事案に対して該当する処分事由の割合については、1件の処分事案に対

し複数の処分事由が該当する場合があることに留意する必要があるが、令和２

年度は、引き続き、指定取消処分及び効力の停止処分ともに「介護給付費の請

求に関して不正があった」が多くなっている。 

 

（５）業務管理体制の整備に関する特別検査の状況（図９） 
平成 21年度以降、指定取消・効力の停止処分のあった事業所を運営する事

業者に対する特別検査については、厚生労働省及び自治体において合計 490件

実施している。 

なお、令和２年度単年度では 14件実施しており、うち６件において改善勧

告を行っている。 
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